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--------------------------------------- 

１．政府からのお知らせ 

--------------------------------------- 

■「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」中間報告とりまとめについて 

 

 令和４年１２月２６日、「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」は、

10 月から開催した議論の結果として、中間報告を取りまとめ、雨宮座長から後藤大臣に手

交されました。 

 

 中間報告では、 

 ・公益法人が社会的課題の変化等に柔軟に対応して公益的活動の活性化が図られるよう

活動の自由度拡大や 

 ・自由度拡大に伴う社会的責任の高まりに見合う説明責任強化のためのガバナンスの充

実 

 などの観点から、公益法人制度改革の方向性について取りまとめています。 

 

 今後、この中間報告を踏まえ、具体化に向けた検討を進めてまいります。 

 

 

 

・新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html 
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